
第５回鹿児島市・川薩交通圏・鹿児島空港交通圏 

鹿屋交通圏タクシー特定地域協議会 議 事 概 要  

 
平成 24 年 10 月 23 日（火） 

13：30～15：00  

鹿児島東急ホテル２階「大隅」 
                                    

【事務局】 

定刻となりましたので、只今より、第５回鹿児島市・川薩交通

圏・鹿児島空港交通圏・鹿屋交通圏タクシー特定地域協議会を開

催致します。 

会議に先立ちまして、報道機関の皆様にお願い致します。議事

次第２．の会長挨拶まで取材は可としますが、終了後はご退室お

願い致します。 

なお、協議会終了後、議事概要に関して改めて取材を受けさせ

て頂きます。 

まず、本日は、ご多忙にもかかわらず、皆様にご出席頂きまし

て、誠にありがとうございます。 

本日の協議会は各特定地域の指定期間が平成２４年９月３０日

を以て満了したことを受け、その総括として開催するものであり、

委員の皆様におかれましては、設置要綱に定める委員の任期満了

後ではございますが、ご出席頂いているということを予めご説明

致します。 

申し遅れましたが、私は事務局として会議の進行を努めさせて

頂く鹿児島運輸支局の西村と申します。よろしくお願い申し上げ

ます。 

それでは、配布資料の確認をさせて頂きます。 

まず、「議事次第」と書かれました表紙の下に、「委員出席者名

簿」及び「配席図」が添付してございます。 

次に、会議資料としまして、 資料１「第５回鹿児島市・川薩

交通圏・鹿児島空港交通圏・鹿屋交通圏タクシー特定地域協議会

会議資料」、資料２「鹿児島市・川薩交通圏・鹿児島空港交通圏・

鹿屋交通圏タクシー特定地域協議会 特定事業計画の取組状況」、

資料Ａ「二本松馬場通り防犯カメラ設置に関する資料」、資料Ｂ「駅

から観タクン」、資料Ｃ「指差しカード」、及び資料Ｄ「観光まご

ころ体験だより」がございます。 



 

【会長挨拶】 

 ただ今 ご紹介いただきました鹿児島運輸支局の宮野でござい

ます。 

  本日は、皆様方、大変ご多忙の中、鹿児島市、川薩交通圏、鹿

児島空港交通圏及び鹿屋交通圏の合同タクシー特定地域協議会」

にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

 

 タクシーは鉄道、バス等とともに地域公共交通機関として大き

く貢献しているところであり、特に、鉄道、バスの利用が困難な

障害者や高齢者等の移動制約者の輸送、終電・終バス運行終了後

の市民の輸送、あるいはデマンド型の乗合タクシーとして地域の

足を担うための輸送など、ドア・ツー・ドアが可能な重要な交通

機関でございます。 

 しかしながら、最近のタクシー事業を取り巻く環境につきまし

ては、既にご存じのことと思いますが、モータリゼーションの進

展やデフレ不況などによりまして、長期的な需要の低迷が続いて

おります。 

 また、平成１７年に惹起された JR 西日本福知山線の列車脱線事

故以降、運輸事業者においては輸送の安全を確保することが至上

命題となっていることから、安全対策経費を増加させるとともに、

近年、燃料価格が高騰していることにより、各タクシー事業者の

収益も悪化しているところです。 

 このような状況下、平成２１年１０月１日より、「特定地域にお

ける一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特

別措置法」が施行されたところでございます。 

  

 この特別措置法の目的は、国土交通大臣においてタクシー車両

が供給過剰な状態にある地域を特定地域に指定し、特定地域にお

いて供給過剰な状態の改善を図るとともに（事業再構築）、交通事

故、駐停車違反等の道路交通法令違反や交通渋滞の解消、また、

運転者の労働時間や賃金等の労働条件の改善等を図ることで（事

業適正化）、利用者に「安全・安心・快適」なタクシーの輸送サー

ビスを提供し、需要を喚起することにあります（事業活性化）。 

 

 なお、鹿児島県におきましては、平成２１年１０月１日に鹿児



島市、川薩交通圏、鹿児島空港交通圏及び鹿屋交通圏の４地域が

特定地域に指定されており、平成２１年１１月２４日に「鹿児島

市」「川薩交通圏」「鹿児島交通圏」「鹿屋交通圏」でタクシー特定

地域協議会を設置されております。 

 

 その後、平成２２年３月１１日に開催された第３回合同協議会

では各地域における「地域計画」が作成され、これに基づき、タ

クシー事業者におかれては車両の減車・休車などの事業再構築を

含む特定事業計画認定申請を行い、タクシー事業の適正化・活性

化に取り組んでいただいております。 

  

 さらに、平成２３年７月には第４回合同協議会を開催して、各

地域における「地域計画」のフォローアップをおこなったところ

です。 

 

 本日の協議会は、平成２４年９月末で特定地域の指定期間が満

了したことにより、地域計画の総括を行うものでございます。 

  

 なお、鹿児島県の地域指定は平成２４年１０月１日から３年間、

同一４地域が再度指定されているところでございます。 

 

 タクシー事業が地域の公共交通機関として一定の役割を果たす

ため、今後のタクシーサービスの向上と事業の健全な発達等につ

いて、ご協議をお願いしたいと考えておりますので、本日は、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 

本日は、九州運輸局自動車交通部旅客第二課の西課長にご出席

頂いておりますので、ここで一言ご挨拶をお願いしたいと思いま

す。 

 西課長、よろしくお願い致します。 

 

【九州運輸局自動車交通部旅客第二課 西課長挨拶】 

 皆様こんにちは。九州運輸局の西と申します。 

 所用がございまして、こちらの方へ寄せていただきましたとこ

ろ、本協議会があるということで出席させていただきました。 



 運輸局の立場から申し上げますと、特措法が出来ましてから、

タクシー協会、運輸支局等々で連携して進めていくわけですけれ

ども、やはり自治体、関係機関の皆様の協力なしにはこの問題は

進まないと思います。この特措法も平成２１年１０月に施行され

たわけですが、ここに具体的にタクシーは、地域の公共交通だと

いうことで明文化されました。従いまして、なぜ、タクシーだけ

特化した協議会になるのかというご指摘がいまだにあるわけです

が、法定の協議会がございます。その中で委員として参加してい

ただいているわけでございますので、引き続き連携のほどよろし

くお願いしたいと思います。また、地域協議会の目的でございま

すが、タクシーが、産業としての健全性、労働者の生活の確保、

地域社会の貢献等を含めて、タクシーがすべての関係者にとって

望ましい姿になるように努める。これがこの地域協議会の趣旨で

ございます。従いまして、タクシーが健全化していく。労働者の

生活が安定していく。そして、良質な労働力が供給されていく。

タクシーサービスが向上されていく。重ねて地域と連携して地域

が活性化していく。またこういった、かなり欲張ったこともござ

いますけれども、そういったところを視野に入れた法定協議会で

ございますので、今一度、各位の皆様にはご認識いただきたいと

思います。先ほど会長が申し上げた通りで、この三年間の総括を

今日はしていただくことになるということになると思います。ま

た、本省のほうから、向こう三年間、鹿児島県下、四地域再指定

したわけでありますが、具体的にどういうようなことを向こう三

年間やっていくか、ということにつきましては、方向性を示して

おりません。従いまして、年内にはこれが出ると思います。三年

間を総括して、何が出来て何が出来なかったのか、それを向こう

三年間に具体的にどうやって反映していくのか、ということにな

ります。今日は四地域の合同の総括会議だと承っております。年

度内に新しく示された方針なり等々について具体的に反映する形

で各地域において年度内に、再度開催することになろうかと思い

ます。詳しいところは、また、後ほど事務局から説明を申し上げ

ることになります。 

また、熊本市ではタクシーのりばがバラバラだとか、いろいろ

な問題が発生しておったわけですが、県警と運輸支局とタクシー

協会で提携をしまして、クリーン作戦ということで、街が非常に

きれいになったということで成功事例がございます。地理的には



天文館と熊本の市街地と似てはいないですけれども人口の規模と

か、一極集中型の都市ということからしますと、参考になるのか

なと思っています。そこで運転代行との関係が良好になったとか、

乗り場が健全化することで駐停車違反が少なくなったとか、とい

う効果もあるようです。そういった先進県あたりもモデルにして

いただきたいと思います。あと、供給が過剰ではないかというこ

とで、指定を受けたということでありますが、一方では適正化に

合せまして、事業の活性化を同時に進めていく必要がございます。

その場合、とりわけ関係自治体の方々と連携をさせていただかな

いと、タクシーは街での商売でございますので、政策的な観光を

はじめとして、公共交通機関、タクシー、あるいはバスを利用し

ていただくことで、引き続きご協力をお願いしたいと思っており

ます。 

また、今回再指定に当たりまして基準がございます。平成 13 年

度の実績から上回らない限りは、指定は解かないということにな

っておりまして、5年間、3年間やって来たんですが、僅かではご

ざいますが、日車営収も上向きました。しかし、それを上回る輸

送需要の低迷によりまして、再指定ということになったわけです。 

人口 10 万人を切った薩摩川内市さんにおかれましては、引き続き

要望書をいただきまして、御協力ありがとうございました。また、

九州地域 21 地域あるわけですけれども、関係者の皆さんと活性化

することを連動しながら事業の適正化と地域の活性化に取り組ん

で行くという非常に重いものをもった協議会になると思いますの

で、引き続き、運輸支局並びにタクシー協会等と連携をしていた

だきまして、協議会に関わっていただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

 

【事務局】 

それでは、これより第５回協議会の議事に入らせていただきま

すが、これからの進行につきましては、設置要綱第５条第２項の

規定により、会長が協議会の議事運営を総括することとなってい

ますので、宮野会長に議事の進行をお願い致します。 

 

【会長】 

議事が速やかに進行できますよう、皆様のご協力をよろしくお

願い致します。 



それでは、早速、議事に入らせて頂きます。 

本日は、「地域計画」への取組状況の確認及びフォローアップを

行う場として、皆様のご意見を伺いたいと考えております。 

まず、議事の（１）「鹿児島市、川薩交通圏、鹿児島空港交通圏、

鹿屋交通圏タクシー特定地域協議会の地域計画の総括」につきま

して、事務局から説明及び報告をお願いします。 

 

【事務局】 

事務局を担当している鹿児島運輸支局の山田と申します。本日

は、よろしくお願い致します。 

それでは、会議資料に沿って説明させて頂きます。 

 

（会議資料に基づく説明） 

 

 当支局からの説明につきましては、以上になります。 

 

【会長】 

続きまして、同じく事務局である社団法人鹿児島県タクシー協

会及び鹿児島市タクシー協会より委員の皆様へご報告をお願い致

します。 

最初に羽仁会長にご挨拶をかねて報告をお願い致します。 

羽仁会長、よろしくお願い致します。 

 

【羽仁会長挨拶】 

 委員の皆様はじめ、皆様ご多忙なところ、そしてまた、鹿児島

市の方まで足をお運びいただきまして、私どもの四地域合同協議

会にご出席を賜りまして、厚く御礼を申し上げます。また、本日

は宮野会長並びに先ほどご挨拶をいただきました九州運輸局自動

車交通部旅客第二課長の西課長様にもご出席をいただきました。

心から厚く御礼を申し上げます。ありがとうございます。皆様に

は大変、私どものこの協議会が、平成２１年１１月に発足いたし

ましてから、度重なる協議会に御参加いただきまして、この三年

間というもの大変お世話をかけたわけでございます。この特措法

も去る９月３０日をもちまして、区切りがあったわけでございま

すが、私どものタクシー事業の活性化がなかなか良い形で移行を

いたしていません結果、更に再指定ということで、１０月１日か



ら３年間延長になったわけでございまして、当面は皆様方のいろ

んなお知恵をいただきながらお力添えを賜って推進をしていかな

ければならないということでございます。私どもの業界は、先ほ

どからいろいろお話がございますけれども九州新幹線が、昨年３

月１２日に開業いたしましたけれども、それから今年の春くらい

までには、何とか良い形で、これで、ある程度タクシー事業はや

っていけるのではないだろうかと期待を持ったわけですが、結果、

大変状況が悪い方へ逆戻りいたしている状況でございます。この

特措法というものにつきましても、これは強制力はございません。

そして、公正取引委員会も独禁法の問題等もございまして、私ど

もの減車・休車につきましても、なかなかそれぞれの事業者の任

意のご判断しかないわけでございまして、協会といたしましても

指導をすることもままならない状況でございます。そういうこと

で、大変いろいろと難しい問題を私どもは、強いられているわけ

ですが、どうぞこれからもタクシー事業につきまして、お力添え

を賜りますようお願いを申し上げます。本日は大変ありがとうご

ざいました。 

 

【事務局】 

それでは、社団法人鹿児島県タクシー協会及び鹿児島市タクシ

ー協会の会員事業者における特定事業計画の取組み状況等につき

まして、ご報告致します。(４地域を報告) 

 

（会議資料に基づく報告） 

 

 当協会からの報告につきましては、以上になります。 

 

【会長】 

只今、事務局から地域計画に対する取組状況等につきまして説

明がありましたが、ご質問･ご意見等ございましたら、お伺いした

いと思います。 

 

【鹿児島市企画財政局企画部交通政策課 有村課長】 

 先ほどタクシー関係の最近の動静ということで、事務局の方か

らもタクシー協会の方からもご説明いただきましたが、特に私の

方から付け加えてどうこうということはございませんが、本日の



資料を見ながら、感想ということで、ご了承いただければと思い

ます。平成２３年度、新幹線が開業しまして、最初の一年という

ことで、ちょうど私ども鹿児島市でも２３年度の決算の取りまと

めが終わりまして、これから議会の方で、審査が始まります。私

ども丁度、予算決算の資料を整理中でございますが、感じている

ことがございます。鹿児島市の場合ですと、入込みの観光客数が、

ちょうど高度経済成長のころの観光ブームの時期に匹敵するよう

な観光客の方に大勢来ていただいたということで、２３年度は、

九州新幹線の開業効果は、当初は震災の影響で、なかなか期待通

りではなかったものが、年度後半からは、かなり効果が出て参り

ました。ただタクシー関係では、ご利用者の数が、残念ながら２

２年度開業前に比べると増加までには至っていないということで、

この点は大変残念なことであるというふうに思っております。た

だ、実車の運行キロについては、伸びているようですので、収益

の改善には、効果が上がっていたということであろうかと思いま

す。先ほどご紹介がありましたが、鹿児島中央駅の方で、タクシ

ーのりば、または、バスのりばの方ですが、交通混雑が引き続き

続いております。この件につきましては、駅前広場を管理してい

ただいております鉄道事業者を中心に私ども行政の方も入りまし

て、少しでも円滑化に繋がるような対策を検討中でございます。

そのような取り組みをしながらタクシーのご利用者の方がスムー

ズに新幹線の駅で乗り換えて目的地に行くような施策というのは、

これから引き続き取り組んで参りたいと思っております。それか

ら資料の中に新幹線の効果が、いつまで続くかも、まだまだ不明

確であるとの記載もございまして、正にその通りでございますが、

一方では、新幹線だけでなく、新たな観光資源の開発も必要とい

うことでございまして、直近で申し上げますと、鹿児島市の場合、

来月１１月１５日に喜入駅からタクシーですと５分くらいのとこ

ろに観光農業公園がオープンいたします。農産物の直売所ですと

か、農業体験、収穫体験ができる農場、あるいは黒豚を飼育して

いるところをご覧いただけるようなところがございまして、私ど

もとしても、こちらの方に大勢の観光客の方に行っていただきた

いと思っております。 

 そして、もう一つだけ、これもご紹介いただきましたが、市内

の南部の錫山地区というところで、乗合タクシーの運行の方を昨

年２３年７月から開始いたしております。実はまだまだ利用者数



が思ったほど伸びておりません。私共も、もう少しダイヤのこと

も含めまして、見直しが必要だと思っており、やはり一番利用状

況、利用者の声を把握しておられるのは、タクシーのドライバー

の皆さんで、また、協会を通じて、実際の声というのも調査をさ

せていただきたいと思っておりますので、こちらの方も併せてよ

ろしくお願いします。以上でございます。 

 

【薩摩川内市商工政策部商工振興課 宮里課長】 

薩摩川内市の状況について、若干ご説明させていただきます。 

当市は原子力発電所がございます。これが、福島の原発の影響

で運転が停止しているということで、本市を取り巻く地域経済に

大きな影響を与えております。今年の六月に商工会議所を通じま

して、アンケート調査をいたしましたが、その中でも運輸業につ

きましても、その影響があるというアンケート結果をいただいて

いるところでございます。 

また、本市の方でも９月になりまして、富士通の方が撤退する

ということで、これも本市を取り巻く経済の不況の原因になって

きていると思います。当然、こういうことを受けまして、タクシ

ー事業者につきましても、さまざまな影響が出ているのではと思

っております。本市といたしましても商工会議所並びに商工会と

いろいろ協力しながら、流入人口を増やして、地域の経済の活性

化を図りたいということが課題となっております。本日いただい

た資料の中で、気になったところは、「駅から観タクン」というの

を導入していただいているという説明がありました。その中で、

川内駅からの観タクンの利用がないということで、少し残念だっ

たですけれども、当市といたしても観光の面でも利便性を図りた

いと思っておりますので、地元のタクシー協会さんとも連携を取

らせていただいて、我々の方でも普及啓発に努めたいと思います。  

最後、タクシーにつきましても、さつま町の過疎地域が沢山あ

りまして、これまで、コミュニティーバスについては、一般のバ

スを運行させておりましたけれども、今後さらに利便性の良いデ

マンドタクシーに移行していこうという動きであります。本市で

も平成２２年から旧入来町でデマンド運行を開始しておりますが、

さらに今年度１月から旧東郷町の方で、デマンドタクシーを事業

者の方にお願いして実施していく予定で計画を進めております。

また、タクシー協会の皆様にもご協力をいただきながら進めてい



きたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

【霧島市企画政策課 山口課長代理】 

 タクシーを取り巻く現状ということで説明をいただきまして、

改めて厳しい状況を再認識したところであります。 

 霧島市の取組みは、全体的な状況を申し上げますと、鹿児島市

からの発言で新幹線効果とかいうことがありましたが、新幹線の

全線開通に伴いまして、鹿児島空港の乗降客の方は減りました。

ですから結果としては、鹿児島空港を利用する人が減っておりま

すので、どうしてもタクシーの方へも、そのしわ寄せがいってい

る状況であります。霧島市の公共交通のことにつきまして、若干

ご説明をさせていただきます。先ほど、薩摩川内市からデマンド

の件につきましてご発言がありましたが、霧島市の方でも去年の

１０月から霧島市の霧島地区の一部の永水地区において、デマン

ド交通を導入しておりますが、昨年の１０月から今年の９月で、

ちょうど一年間経ちました。結果としては、コミュニティーバス・

ふれあいバスを運行していたわけでありますが、路線は若干違っ

ていたわけですが、月々約１００人程度の利用者だったところが、

デマンドのタクシーに替えることによって、ばらつきはあります

が、月々で、１２０人から１４０～１５０人、パーセントで言い

ますと、月々２０％から４０％くらいの増ということで、今後も

これを進めていきたいと思っております。そのほかに霧島の方で、

今後新たに準備をしている地区がありまして、溝辺地区でありま

すが、そこもタクシー協会にも協力をいただきながら、目途とし

ては、１２月にデマンドを導入していこうと思っております。そ

のほかにも、来年に向けて、確定ではないですが地元の地区とも

協議している状況です。自治体といたしましても、タクシー協会

と連携しながら地域公共交通の充実を務めていきたいと思ってお

りますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 

【鹿屋市企画行政部企画調整課 園田課長】 

 鹿屋交通圏におきましては、タクシー事業者が１社、事業を廃

止したことによりまして、車両数は適正車両数を下回っていると

いうことでございます。今回また、再指定をされたということで

ございますけれども、指定要件の中の日車実車キロまたは、日車

営収が、平成１３年と比較して、減少しているということで、こ



こが問題かなと思ったところです。大隅半島は鉄道が通っていな

い関係で、先週の土曜日から秋のバラ祭りも行われておりますが、

ほとんどの方々が、自家用車利用ということでございまして、平

成２４年度は、県と一体となりまして、スタンプラリーもやった

のですけれども、何千人も参加する中で、ほとんどの方が自家用

車利用というようなことで、タクシーの需要も伸び悩んでいると

いうところがございます。それから平成２２年度から鹿屋から鹿

児島中央駅、天文館までの直行バスを出しております。そちらの

方は、非常に利用率が良くて、年々増加していく状況でございま

して、それらもタクシー業界に影響を与えているのかなと思って

おります。霧島市からも話がありましたとおり、定期バス路線が

２０数系統通っているのですが、非常に乗車率の悪いところがあ

ります。それから市街地巡回バスも、試験的に走らせておりまし

て、そこも結果を検証しながら、乗車率の悪いところにつきまし

ては、デマンドに切り替える方法もとらなければいけないのかな

と考えているところであります。２２年度は、一応検証をすると

いうことにしております。以上です。 

 

【会長】 

 今、地域の実情、地域の声、それから取組みについて、ご発言

いただきましたけれども、それにつきまして、ご質問等がござい

ませんでしょうか。 

 

【全国自動車交通労働組合総連合会鹿児島地方連合会 瀬戸山書

記長】 

 自交総連鹿児島地方連合会の書記長の瀬戸山と申します。 

 地域計画の総括についてですが、非常に私どもとしては、残念

な結果に終わっていると、ここ３年ですね。特に鹿児島市におい

ても、まだ上限のところの三分の一程度の減車にしかなっていな

いということで、新幹線効果もあって、若干の伸びはあったので

すが、まだまだ労働条件の改善までには至っていないということ

です。私たちも鹿児島県内の労働者と対話して回るのですが、一

番厳しいのが、鹿児島市、それから川内、出水のほうが非常に厳

しいような状況です。大隅も垂水の港の当たりで客待ちしている

タクシー乗務員に聞いても、非常に厳しい状況であると、また、

不況も相まって夜の客が伸び悩んでいて、労働条件の改善には程



遠いような状況です。それと最低賃金が上がったのですが、これ

についても事業の健全化をしていただければ、当然、活性化もさ

れると思います。それだけ労働者もやりがいが出てきて、それが

ひいては若年層の方へも魅力も引き出すことが生まれるのではな

いかと思います。是非、特にタクシー協会の方々に、今後また特

措法が敷かれるわけですが、是非、適正車両数に見合った車両数

になるように努力をしていただきたいと思います。私たち労働者

もこの活性化については、是非、協力させていただきます。それ

から、タクシーのりばのルール、マナー等も非常に悪いところも

ありますので、それに対しても労働組合としても協力する立場に

ありますので、是非よろしくお願いします。以上です。 

 

【会長】 

 この三年間でなかなか、いろいろあったにしても、まだ労働条

件等が改善されていない、特に鹿児島市においては、そのことが 

顕著に表れている、というようなお話でありましたので、事業者

に適正車両数になるよう努力をしていただきたいというお話です

が、このことは、回答というよりは、ご意見ということでよろし

いですか。ほかにご意見、ご質問がございましたらお願いいたし

ます。 

 

【全国自動車交通労働組合総連合会鹿児島地方連合会 瀬戸山書

記長】 

 質問を一つだけ、川薩交通圏の指定に当たっては、首長さんの

要請があれば、というような要件がついていたような気がするの

ですが、それはどうだったのでしょうか。それがあったのか、ど

うか教えて下さい。 

 

【事務局】 

 川薩交通圏につきましては、薩摩川内市長より鹿児島県知事を

経由して、国土交通大臣に対して指定要請がありました。 

 

【会長】 

 皆様、ありがとうございました。 

関係各機関におかれましては、今後ともタクシー事業の適正化・

活性化に向け、引き続きご協力をお願い致します。 



それでは、議事（２）の「その他」について、事務局から何か

ありますか。 

 

【事務局】 

その他につきましては、特にございません。 

 但し、先程ご説明しましたとおり、鹿児島市、川薩交通圏、鹿

児島空港交通圏、鹿屋交通圏につきましては、１０月１日付けで

特定地域として再指定されております。 

従いまして、今後、各特定地域の地域計画に関して協議会を開

催することになるかと思います。その際は、委員の皆様へご案内

致しますので、ご協力をよろしくお願いします。 

以上です。 

 

【会長】 

ありがとうございました。 

各委員の皆様におかれましては、今後ともよろしくお願い致し

ます。 

皆様、ご意見等はございませんでしょうか。 

 皆様特にご意見等ないようですので、予定している時刻より

少々早いのですが、これをもちまして、協議を終了させて頂き、

進行を事務局にお返ししたいと思います。 

最後に、本日はご協議頂き、有意義な会議となりました。厚く

御礼申し上げます。 

 

【事務局】 

委員の皆様、本日は長時間にわたり議論頂きまして、ありがと

うございました。 

これをもちまして、「第５回鹿児島市･川薩交通圏･鹿児島空港交

通圏・鹿屋交通圏タクシー特定地域協議会」を終わらせていただ

きます。 

 本日は、誠にありがとうございました。 

 

 


